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はじめに 

 指定管理者制度は、運用に当たって様々な留意点はあるものの、基本的には地方分

権の流れの中で、法令による規律を最小限にし、地方自治体の自主性に委ねられた制

度となっています。 

 本区においては、一部の公の施設に平成18年度から本制度を導入し、適切な制度運

用に努め、本制度の目的である公の施設における住民サービスの向上と経費の節減を

図ってきました。 

 本書は、指定管理者制度の運用に関する本区の基本的な方針、制度運用の基本的な

ルール及び標準的な考え方を整理し、制度の更なる効率的かつ効果的な運用に資する

ことを目的としています。 

 第14版では、第４次文京区役所地球温暖化対策実行計画を踏まえた内容等を追加す

るとともに、その他の文言修正を行っております。 
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第 1 章 指定管理者制度の概要 

1 指定管理者制度とは 

  指定管理者制度は、『多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費

の節減を図ること』を目的に、地方自治体が指定する法人その他の団体に公の施設の管

理を行わせようとする制度で、平成 15 年の地方自治法（以下「法」という。）の改正

により、従来の「管理委託制度」に替えて創設されました。 

 

2 公の施設とは 

 「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための

施設」（法第244条第1項）をいいます。 

 公の施設は、具体的には次の要件を満たす施設をいいます。 

 住民の利用に供するための施設であること。 

 当該地方自治体の住民の利用に供するための施設であること。 

 住民の福祉を増進する目的をもって設ける施設であること。 

 地方自治体が設ける施設であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 管理委託制度との相違 

  管理委託制度 指定管理者制度 

管理主体 公共団体、公共的団体、政令で

定める出資法人（地方自治体が

1/2以上出資等）に限定される。 

法人その他の団体（法人格は必

要ではない。） 

法的性格 「公法上の契約関係」 

条例を根拠として締結される

契約に基づく具体的な管理の

事務又は業務の執行を委託す

る。 

「管理の代行」 

指定（行政処分）により公の施

設の管理権限を指定管理者に

委任する。 

 【公の施設の例】 

  スポーツ施設：文京スポーツセンター、小石川運動場、竹早テニスコートなど 

  社会福祉施設：福祉センター江戸川橋、児童館、保育園など 

  文教施設：森鷗外記念館、文京ふるさと歴史館、響きの森文京公会堂、図書館など 

  地域便益施設：区民会議室、文京区民センター、不忍通りふれあい館など 

  基盤施設：駐車場、自転車駐車場、公衆便所、公園など 

  ＊ 庁舎、試験研究機関、留置所のように、公の目的のために設置された施設であって

も、住民の利用に供することを目的としないものは、これに該当しません。 
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公の施設の管理権限 地方自治体が有する。 指定管理者が有する。 

「管理の基準」、「業務の範囲」

は、条例で定める。 

  施設の使用許可 受託者はできない。 指定管理者が行うことができ

る。 

基本的な利用条件の設

定 

受託者はできない。 条例で定めることを要し、指定

管理者はできない。 

不服申立てに対する決

定、行政財産の目的外

使用許可 

受託者はできない。 指定管理者はできない。 

公の施設の設置者としての 

責任 

地方自治体 地方自治体 

利用料金制度 採用可 採用可 

 

4 指定管理者制度導入の社会的背景 

 指定管理者制度は、平成 15年に創設されましたが、その源泉をたどると、昭和 38年

に遡ることができます。昭和 38 年の法改正で、「公の施設」の概念が誕生し、この「公

の施設」の管理を“公共団体又は公共的団体”に委託可能と定めました。これは、公の

施設の管理者が“公共団体と公共的団体”に限定されたことを意味します。その後、多

種・多様な公の施設を設置する地方自治体では、法改正以前から直営方式や公営企業方

式をとらず、公設民営方式をとって、第三セクターに管理を委ねるやり方が事実上広く

行われていた事情も背景にあり、平成３年に「出資団体」（地方自治体が 1/2 以上出資

する法人）も公の施設の管理者に加えられました。 

 こうした状況を踏まえて、平成８年の国の行政改革委員会では、「民間でできるもの

は民間に委ねる」という基本原則が打ち出され、これを受けた平成 14 年の国の総合規

制改革会議で、公の施設の管理の担い手の範囲を民間事業者等多様な主体に拡大すべき

との方向が決められました。 

 これらを踏まえて、公の施設をどのように民間に委ねるべきかが議論され、その結果、

平成 15年に法が改正され、指定管理者制度が導入されるに至りました。 

 

5 指定管理者制度導入により期待される効果 

(1) 多様化する住民ニーズへの効果的対応と満足度の高いサービス提供 

   近年、スポーツ施設のように民間事業者等においても公の施設の行政サービスを

十分に提供できる能力を有する主体が増えています。また、住民のニーズが多様化・

複雑化しており、これらに対してより効果的かつ効率的に対応するためには、民間

事業者等の有するノウハウを活用することが有効と考えられます。 
   また、施設運営に関する民間事業者等のノウハウを取り入れることは、区民に多

彩で質の高いサービスを提供することにもつながり、公の施設の設置目的である「住

民福祉の増進」の一層の向上を実現することが期待されます。 
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(2) 自治体の管理経費の節減 

   民間事業者等は、一定水準のサービスをより低コストで提供するノウハウを有し

ています。具体的には、柔軟で効率的な人員配置による人件費の削減、一括発注等

による外注コストの削減などが挙げられます。 

   これらにより、自治体が直接施設を運営するよりも、管理経費の低減が期待され

ます。 

 

6 指定管理者の地位・権限 

 「指定」により公の施設の管理権限は、自治体から指定管理者に委任され、指定管理

者は、自らの判断で主体的に管理業務を行うこととなります。これは、指定管理者が当

該公の施設の管理について「事務の主体」ではなく、「権限の主体」となることを意味

します。 

 したがって、指定管理者制度を導入しても、当該公の施設は自治体の施設であり、管

理は自治体の事務であることに変わりはありません。ただし、自治体は、指定管理者に

委任した権限を行使することはできず、当該公の施設の設置者及び事務の主体としての

責任を果たすために必要な指示や措置を行うことになります。 

 なお、管理委託制度では、地方自治体と管理受託者との関係は、「契約関係」と規定

されていましたが、指定管理者制度における両者の関係は、法上の「管理の代行」とい

う概念で捉えられます。その結果、指定管理者制度は、法第 234 条の「契約」に関する

規定には該当せず、同条に規定されている入札の対象にもなりません。 

 

7 指定管理者制度運用の基本的な考え方 

 本区では、平成 18年度に一部の公の施設に指定管理者制度を導入しました。 

 下図は、現状の制度運用の全体像を示したものです。具体的には、指定管理者の「募

集」に始まり、「選定」を経て、議会の議決後、行政処分として指定管理者を指定し、

その後、「協定」に基づき、一定期間ごとに、指定管理者の管理運営状況について「事

後評価」を行っています。 

 ここで重要なのは、「募集・選定」と「事後評価」を共通の基準で実施することです。 

 募集・選定の段階で指定管理者の評価に用いた基準を、事後評価にも適用することで

指定管理者の選定に当たって期待し、要求した点が実際に達成できているかどうかを確

認することができます。 

 また、事後評価の結果を受けて、今後、指定管理者に期待したい点などが明らかにな

れば、それを次回選定の基準策定に反映させることもできます。 

 このように、「募集・選定」と「事後評価」の基準を連動させることによる“PDCAサ

イクル”に基づいた制度の構築・運用が、本区の指定管理者制度運用の基本的な考え方

です。 
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指定管理者の 
募集・選定 

施設の 
管理運営 

指定管理者の評価（事後評価） 

一次評価 二次評価 

ポイント①：共通の基準で評価 

ポイント②：事後評価の結果を 
次回の募集・選定の基準に反映 

 Ｐ Ｄ  Ｃ 

Ａ 
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第 2 章 制度運用の手引 

1 運用スケジュール 

 指定管理者制度運用の標準的なスケジュールは、次のとおりです。 
［４月１日からの運用の場合］ 

 時期 項目 概要 担当部署 

募
集
・
選
定
・
指
定 

～４月 制度導入の検討※1  所管課 
(契約管財課※2) 

５月 庁議報告※1 ・制度導入の報告 所管部 

６月～ 

７月上旬 

６月定例議会※1 ・制度導入の報告 

・議案提出（条例制定又は改正） 

所管部 

総務課 

選定委員会※3 ・募集・選定方法等の決定 契約管財課 

８月 募集開始・申請受付  所管課 

８月下旬
～ 

10月末 

専門部会※4 ・候補者の選定 所管部 

選定委員会 ・候補者の決定 契約管財課 

10月 候補者との事前協議  所管課 

11月 

庁議報告 

11 月定例議会 

 

・候補者決定の報告 

・候補者の選定結果の報告 

・議案提出（指定管理者の指定） 

所管部 

所管部 

総務課 

12月 
指定の行政処分  所管課 

指定の公告  所管課 

１月～ 
管理運営の準備 ・事業計画や協定内容の具体的な協議 

・管理運営に向けた引継ぎの実施 

所管課 

【
１
年
目
】
管
理
運
営 

４月 
基本協定及び年度協

定の締結 

・４月１日付けで締結 所管課 

４月～ 

指定管理者による管

理運営 

・定期的にモニタリングや打合せを行い、指定

管理者を適切に管理監督する。 

・労働条件モニタリングを実施する。 

所管課 

 

契約管財課 

【
２
年
目
以
降
】 

管
理
運
営 

４月 年度協定書の締結 ・４月１日付けで締結 所管課 

４月～ 
指定管理者による管

理運営 

・定期的にモニタリングや打合せを行い、指定

管理者を適切に管理監督する。 

所管課 

５月 
指定管理者から事業

報告書提出 

・前年度終了後 60 日以内 所管課 

６～７月 
評価検討会評価（一

次評価） 

・前年度の管理運営実績に対する評価 所管部 

９月 
庁議報告 

９月定例議会 

・評価結果の報告（一次評価対象施設） 

・評価結果の報告（一次評価対象施設） 

契約管財課 

所管部 

９～10月 
評価委員会評価（二

次評価） 

・評価検討会の評価の適正性を確認（指定期

間中 1 回） 

契約管財課 

11月 
庁議報告 

11 月定例議会 

・評価結果の報告（一次・二次評価対象施設） 

・評価結果の報告（一次・二次評価対象施設） 

契約管財課 

所管部 

 

 

※1 指定管理者制度導入初年度の施設のみ 
※2 総務部契約管財課をいう。以下同じ。 
※3 指定管理者選定委員会をいう。以下同じ。 
※4 指定管理者選定委員会専門部会をいう。以下同じ。 
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2 管理方法の検討 

 公の施設の管理は、直営（一部業務の民間事業者等への委託を含む。）と指定管理

者制度のいずれかを選択する必要があります。 

 管理形態の選択に当たっては、総合的に判断します。 

 なお、指定管理者制度は、必ずしも施設の管理運営全てを民間事業者等に委ねなけ

ればならないものではありません。業務の中に法的又は政策的に区が直接実施すべき

ものが含まれる場合には、当該業務を指定管理者が行う業務から明確に切り離した上

で、業務の一部だけに本制度を導入することも可能です。また、一つの指定管理者が

複数の公の施設を管理することも可能です。 

 なお、公の施設であっても、個別の法律で管理主体が限定されている場合は、本制

度を導入することはできませんので留意してください。 

 

3 制度導入の検討 

(1) 施設の運営方針 

「施設の運営方針」とは、抽象的な条例の設置目的にとどまるのではなく、現状の

施設の課題の解決等、指定管理者に求める具体的かつ現実的な運営の目標をいいます。 

  例えば、施設の稼働率が低いことが課題となっている施設では、「既存のサービス

内容を抜本的に見直し、サービスの質を向上させることで施設稼働率 80％以上を目

指す」といった運営方針が考えられますし、施設運営費の高止まりが課題となってい

る施設では、「現行のサービス水準を維持しつつ、柔軟な人員配置や効率的な施設維

持管理等による施設運営費の削減」といった運営方針が考えられます。 

  施設の運営方針を明らかにすることで、指定管理者は、区が自分たちに何を求めて

いるかを理解し、運営方針の実現に向けた優れた提案がなされることが期待できます。

また、区と指定管理者が目標を共有することで、運営方針に沿った適切な施設運営が

図られます。 

(2) 指定管理者が行う業務の範囲 

   指定管理者が行う業務の範囲は、“指定管理者は、施設の管理権限を有し、自ら

の判断で主体的に管理業務を行う”という制度の趣旨を尊重する意味から、当該施

設の運営に関する業務全般を指定管理者に委ねることを原則としながら、施設の目

的や態様等に応じて判断します。 

   その際、第三者に委託できる業務との仕分けを行います。指定管理者が第三者に

業務を委託する場合は、当該業務の範囲と内容等について、事前に区と書面による

協議が必要となります。 

   指定管理者が行う業務の全てを第三者に委託することや、法令等により第三者へ

の委託が禁止されているものについては、当然にできません。指定管理者が行う業

務の範囲については、権限や責任の所在、指定管理料の算定等の制度導入の基本と



 
8 

なるため、十分な検討が必要です。 

   なお、次の業務は、原則として、区が行いますが、必要に応じて区と指定管理者

で協議するものとします。 

 ● 施設における１件当たり 30 万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える修

繕又は改修に係る業務（30 万円を超える修繕又は改修を指定管理者が行う必要が

ある場合、所管課は、事前に契約管財課と協議してください。） 

 ● 区が貸与する備品が経年劣化等により業務の実施の用に供することができなく

なった場合の１件当たり 30 万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える購入・

調達・修理に係る業務 

 ● 複合施設でメーターが不可分であるなど個別施設の光熱水費が特定できない場

合の光熱水費負担 

 ● 法令により指定管理者が行うことができない業務 

 使用料等の徴収又は収納の委託（地方自治法施行令（以下「法施行令」という。） 

第 158条） 

 使用料等の強制徴収（法第 231 条の３第３項） 

 不服申立てに対する決定（法第 244 条の４） 

 行政財産の目的外使用許可（法第 238条の４第７項） 

 その他法令上地方自治体又は長に専属的に付与された行政処分の権限 

 ● その他指定管理者が行うことが適当でない業務 

(3) 複合施設に指定管理者制度を導入する場合の業務の範囲 

複合施設に指定管理者制度を導入する場合は、施設の維持管理業務の範囲を明確

にする必要があります。空調等の設備管理、清掃業務、警備、共用部分の責任分担

など、複合施設特有の整理すべき課題があります。このような施設の維持管理業務

について、区が行うのか、複数の指定管理者が管理している施設の場合は、いずれ

かの指定管理者の業務に含めるのか、関係課と必ず協議を行ってください。 

(4) 業務の分類 

   指定管理者が行う業務は、次の３つのいずれかに分類するものとします。 

   それぞれ事業の位置付け、費用負担の考え方や利用者から徴収する料金設定の考

え方が異なり、指定管理料の算定にも大きく影響しますので、指定管理者が行う全

業務を分類し、業務要求水準書で当該業務がどの分類に属するのか必ず明記します。 
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(5) 管理の基準 

  「管理の基準」とは、区民が施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日、

開館時間、使用制限の要件等）をいい、指定管理者は、定められた基準に従って施設

の管理を行います。 

  なお、管理の基準は、条例に規定します。 

(6) 指定期間 

  法第 244 条の２第５項では、『指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする』

とされています。これは、指定管理者による管理が適切に行われているかを地方自治

体が定期的に見直す機会を設けることが適当であると考えられたためです。 

 指定管理者が当該施設の管理に習熟し、成果を発揮するためには、PDCA サイクルの

活用も含めて一定の期間を要することから、本区では、５年間を基本としますが、施

設の目的や特性等を勘案して柔軟に適切な期間を設定します。 

  また、指定期間中に当該施設の大規模修繕等、一定期間の休館や休場が予見される

場合は、募集要項や事業者説明会等において事前に周知を行っておく必要があります。 

(7) 利用料金制 

 ア 利用料金制とは 

   公の施設の利用料金（使用料に相応するもの）を指定管理者の収入として収受さ

せることができる制度です（法第 244条の２第８項）。 

   本制度の目的は、施設の運営について指定管理者の自主的な経営努力を発揮しや

すくすることにあります。指定管理者に利用料金を収入とすることができるという

インセンティブを付与することで、利用者増加のためのサービスの向上が図られる

ことが期待されます。 

   一般的に、利用料金制は、指定管理者の経営努力により利用者の増加（利用料金

収入の増加）が見込まれる施設や、利用料金収入により採算が取れるような運営を

するのに適した施設への導入がふさわしいといえます。 

  

① 指定事業 

 施設の設置目的の範囲内で、区が業務要求水準書で業務内容を指定し、指定管理者が利用料金、

利用者から徴収する実費相当の料金、指定管理料等を充当して実施する事業をいう。 

② 自主事業（目的内） 

 施設の設置目的の範囲内で、指定事業の実施を妨げない範囲において、指定管理者が自己の費

用と責任において実施する事業をいう。 

③ 自主事業（目的外） 

 法第238条の４第７項の規定により、指定管理者が区から行政財産の目的外使用について許可

を得て自己の費用と責任において実施する事業をいう。 
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イ 使用料と利用料金の違い 

   使用料と利用料金には、次のような違いがありますが、それぞれの特徴を考慮し

た上で、施設の目的や特性等に合ったものを選択します。 

 使用料 利用料金 

収入の帰属 区 指定管理者 

法 的 性 質 公法上の債権に基づく収入 私法上の債権に基づく収入 

料額の決定 条例 指定管理者 

(条例の定める額の範囲内で、あらかじめ区の承認を要す

る。) 

＊「公益上必要がある場合」に、条例で利用料金

を定めることができる。 

徴収・収納 区（委託は可） 指定管理者 

減免の決定 区 指定管理者 

 ウ 利用料金額の決定 

   利用料金の額は、公益上必要がある場合を除き、条例に定める額の範囲内にお

いて、あらかじめ区の承認を得て、指定管理者が定めます。 

   承認手続については、指定管理者が利用料金の額の案を作成し、それに対し区

が承認を与えるという流れになります。 

 

 

 

(8) 責任分担 

 ア 区の責めに帰すべき事由による責任又は費用負担は区、指定管理者の責めに帰す

べき事由による責任又は費用負担は指定管理者、区と指定管理者双方の責めに帰す

ことのできない事由による責任又は費用負担は、区と指定管理者のいずれかが分担

することになります。これらを種類又は内容別にまとめると次表のとおりとなりま

すが、施設の特性等に応じて、適宜追加又は変更ができるものとします。指定管理

期間中に、次表にない種類又は内容が生じた場合は、区と指定管理者で協議の上、

追加又は変更を行うことができます。 
   なお、区と指定管理者双方の責めに帰すべき事由による責任又は費用負担は、協

議するものとします。 
 
 
 
 

【「公益上必要がある場合」とは】 

  住民の利用の便宜を重視する観点から、コストをある程度下回る低廉な料金とする必要

性があるなど、政策的に料金を定める必要があると判断する場合をいいます。 



 
11 

種 類 内 容 

負担者 

区 
指 定 
管理者 

物価変動 物価変動による費用の増加  ○ 

金利変動 金利変動による費用の増加  ○ 

法令の変更 

（税法の変

更を除く。） 

施設の管理運営に直接影響を及ぼすものによる費用の増加 

（例：施設の法定検査回数の増） 
○  

上記以外による費用の増加 

（例：従業員の最低賃金の引上げ） 
 ○ 

税法の変更 消費税率の変更による費用の増加 ○  

上記以外による費用の増加 

（例：法人税率、事業所税率の変更） 
 ○ 

管理運営内

容の変更 

区の政策による期間中の変更 ○  

指定管理者の発案による期間中の変更  ○ 

管理運営の

中断･中止 

区に帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

施設・設備

の損傷 

経年劣化による修繕費用の増加（原則として、税込み 30 万

円超／件） 
○  

経年劣化による修繕費用の増加（税込み 30万円以下／件）  ○ 

第三者の行為により生じたもので相手方が特定できない場

合の修繕（原則として、税込み 30万円超／件） 
○  

第三者の行為により生じたもので相手方が特定できない場

合の修繕（税込み 30万円以下／件） 
 ○ 

備 品 の 購

入・調達・

修理 

区が貸与する備品が経年劣化等により業務の実施の用に供

することができなくなった場合の購入・調達・修理（原則と

して、税込み 30万円超／件） 

○  

区が貸与する備品が経年劣化等により業務の実施の用に供

することができなくなった場合の購入・調達・修理（税込み

30万円以下／件） 

 ○ 

施設の原状

回復 

指定期間の終了又は指定の取消しによる施設の原状回復に

係る費用 
 ○ 

不指定 区議会の指定の議決が得られなかったことによる逸失利益  ○ 

利用者等へ

の損害賠償 

区に帰責事由があるもの ○  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

募集要項等 募集要項等の 瑕疵
か し

・不備に基づくもの ○  

イ 自主事業（目的内・目的外）については、全て指定管理者の責任又は費用負担と

します。 
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(9) 募集方法 

  公募を原則とします（文京区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（以下「手続条例」という。）第２条第１項）。ただし、区が出資している法人又は公

共団体若しくは公共的団体によって公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達

成できると認めたときその他相当の理由があるときは、公募によらないで特定の法人

その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができます（手続条例第２条

第２項）。 

  なお、「その他相当の理由があるとき」とは、文京区公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例施行規則（以下「手続条例施行規則」という。）第５条各号のことを

いいます。 
 
4 条例の整備 

 指定管理者制度によって公の施設を管理する場合は、当該公の施設の設置条例（以下

「設置条例」という。）で施設の管理を指定管理者に行わせることを規定するとともに、

指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事

項を定めるものとするとされています（法第 244条の２第３項、第４項）。 
 本区では、「指定の手続」については、手続条例及び手続条例施行規則を制定してい

るため、当該公の施設の設置条例で個別に規定する必要はありません。 
 設置条例では、「当該公の施設の管理を指定管理者に行わせること」、「管理の基準」、

「業務の範囲」及び「その他必要な事項」を定めます。 
 設置条例の整備は、指定管理者制度の導入について事前に議会に諮ることを意味しま

すので、原則として、募集手続の前に議会の議決を経る必要があります。募集・選定手

続、選定後の指定管理者候補者との事前協議等を踏まえると、指定の議決を得る２月定

例議会前までに設置条例の整備を終えておく必要があります。 
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第 3 章 指定管理者の募集 

1 募集関係書類の作成 

 募集関係書類は、「募集要項」、「業務要求水準書」及び「選定基準」の３種類に大別

されます。 
 これらは、申請予定者に、区の求める条件（当該公の施設の目的、業務の範囲、区が

求める業務水準、管理の基準、指定管理料の上限額、指定期間、申請要件、選定基準等）

を事前に明らかにすることで、申請予定者間の情報の公平性を図り、申請者がより良い

事業提案や的確な経費の積算を行うための基礎資料となるものです。 
 また、募集要項と業務要求水準書は、指定管理者と締結する協定書と一体を成すもの

であるとともに、指定管理者の管理運営に対する評価の際の基準となる非常に重要なも

のです。 
 したがって、業務内容やその要求水準については、十分な検討を行い、募集要項等に

漏れなく明確に記載します。 
 
2 募集要項 

 募集要項に定めるべき事項は、それぞれの施設の設置目的等により異なりますが、次

の事項を記載することを標準様式とします。 

 第１章 総則 

  １ 施設の設置目的 

  ２ 施設の運営方針 

  ３ 施設概要 

  ４ 休館日及び開館時間 

  ５ 指定期間 

 第２章 管理・運営業務 

  １ 法令等の遵守 

  ２ 業務の分類 

  ３ 業務の範囲及び要求水準 

  ４ 区が行う業務 

  ５ 責任の分担 

 第３章 利用料金（使用料）・指定管理料等 

  １ 利用料金（使用料） 

  ２ 利用者から徴収する料金（利用料金を除く。） 

  ３ 指定管理料 

  ４ 指定管理料等の見積り 

  ５ 租税公課 
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 第４章 募集・選定手続 

  １ 募集・選定スケジュール 

  ２ 申請資格 

  ３ 申請手続 

  ４ 選定手続 

  ５ 指定手続 

 第５章 その他 

  １ 協定の締結 

  ２ 第三者への業務の委託 

  ３ 賠償責任保険の加入 

  ４ 専用口座の開設 

  ５ 個人情報の取扱い 

  ６ 情報公開の取扱い 

  ７ 備品の取扱い 

  ８ 著作権の取扱い 

  ９ 業務の引継ぎ 

  10  管理運営の評価 

  11  労働条件モニタリング 

  12  監査の実施 

  13  提案内容の取扱い 

  14  区内中小企業・障害者福祉施設の活用 

  15  障害を理由とする差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

  16  性別（性自認及び性的指向を含む。）に起因する差別的取扱いの禁止 

  17  暴力団排除措置 

  18  指定の取消し等 

  19  感染症等の影響 

 

3 募集要項作成のポイント 

(1) 施設の設置目的 

  設置条例の設置目的を基に記載します。 

(2) 施設の運営方針 

  施設の運営方針を記載し、指定管理者には、本運営方針に沿った運営を求めます。

（P.７「３(1) 施設の運営方針」参照） 

(3) 施設概要 

  施設の維持管理経費の積算や事業計画に影響を及ぼすため、どのような施設構成な

のかを詳細に記載します。 

  また、施設の平面図等も添付します。特に、複合施設の場合は、指定管理者が管理
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する範囲を明確にする必要があります。 

(4) 休館日及び開館時間 

  設置条例の規定を基に記載します（P.９「3(5) 管理の基準」参照）。 

(5) 指定期間 

  指定期間を記載します。指定期間は、指定に当たっての議決事項であるため、募集

の時点では「予定」としておきます（P.９「3(6) 指定期間」参照）。 

(6) 法令等の遵守 

  指定管理者として遵守すべき主な法令を例示します。 

(7) 業務の分類 

  指定管理者が行う業務の３類型を記載します。どの業務がどの分類に当たるかは、

業務要求水準書で明記します（P.８「3(4) 業務の分類」参照）。 

(8) 業務の範囲及び要求水準 

  募集要項では、指定管理者が行う業務の範囲のみを記載し、具体的な業務内容及び

要求水準については、業務要求水準書に記載します（P.７「3(2) 指定管理者が行う

業務の範囲」参照）。 

(9) 区が行う業務 

  区が行う業務を詳細に記載します。複合施設の場合、施設維持管理業務については、

区（施設管理課や所管課）が行う業務が想定されますので、特に詳細に記載します。 

(10) 責任の分担 

  責任分担の考え方を記載します（P.10「3(8) 責任分担」参照）。 

(11) 利用料金（使用料） 

  利用料金又は使用料について記載します。 

  利用料金制を採用している場合は、指定期間中に利用料金上限額が改定されること

がある旨とその場合の区の対応方法等についても記載します（P.43「5 利用料金上限

額改定時の利用料金の改定限度」、「6 利用料金上限額の改定に伴う利用料金収入見込

額等の再算定」参照）。 

(12) 利用者から徴収する料金（利用料金を除く。） 

  利用者から徴収する料金に係る区の考え方を記載します。 

(13) 指定管理料 

  指定管理料に係る区の考え方や、１年度の指定管理料上限額（消費税相当額を含む。）

を記載します。 
  指定管理料上限額の算定に当たっては、企画政策部財政課と必ず協議してください。 
  《指定管理料算定の基本的な考え方》 

  指定管理料は、指定事業に係る人件費、事業運営費、施設維持管理費、物品費、

事務費、一般管理費等の指定管理者が行う施設の管理運営に直接的・間接的に必要

があると見込まれる総費用に、見込まれる利用料金収入額、指定事業の実施により

利用者から徴収する実費相当の料金を充当しても、なお不足する金額とします。 
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  自主事業（目的内・目的外）に係る費用は、指定管理者自らが負担すべきもので

あるため、指定管理料の算定には含めません。 

  指定管理料は、業務の範囲や管理の基準等に変更がない限り、指定期間中変動し

ません（利用料金収入見込額も、原則として、指定期間中変動しません。）。ただ

し、概算払とするものや、数年ごとの法定検査や修繕費など単年度ごとに費用を算

定する必要があるものを除きます。 

【例１】新設の施設のため、光熱水費を概算払とする場合 

【例２】施設に附帯する設備の修繕費を計上する場合 

【例３】建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条に定められた法定点検を 

実施する場合 

    【例４】文京区公契約条例が適用される指定管理者の場合、指定管理料にお

いて各年度の労働報酬下限額を適用するため、その差額分が発生す

る場合 

  概算払とするものについては、事前に特定し、指定管理料限度額及び申請者の指

定管理料の算定から除外します。 

  業務要求水準を満たした上で生じた剰余金（利益）は、原則として、区への返

納は求めません（利用料金及び自主事業（目的内）の利益の区への還元を除

く。）。反対に、指定管理料に不足が生じても、原則として、区は不足額を補填

しません。ただし、その他剰余金（利益）が、指定管理者の管理業務と収支の状

況からみて客観的に過大と認められるような場合や協定時に見込まれていない特

段の事情の変更が生じた場合など、指定管理者の自己努力と認められない場合

（合理的でない場合）は、区と指定管理者の協議により適切な対応を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 指定管理料等の見積り 

  指定管理料や利用料金の見積方法を記載します。 

 【指定管理料等の適切な見積りのために】 

  申請者が適切に指定管理料や利用料金収入見込額を見積もることができるように、

 

利用料金収入 

事業等の実施による実費

相当の料金収入 

人件費 

事業運営費 

施設維持管理費 

物品費 

一般管理費等 

指定管理料 

収入 支出 
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所管課は、見積りに必要な資料を積極的に提供してください。 

  例：無償貸与する備品一覧、光熱水費の実績、施設別の利用件数、 

施設別の使用料（利用料金）収入実績、使用料（利用料金）減免実績、当年度

の労働報酬下限額（見込額を含む）など 

(15)  指定管理料の返還 

区の業務要求水準を満たした上で生じた剰余金は、原則として区への返還を求め

ません（３募集要項作成のポイント（13）指定管理料のとおり）。 

   ただし、区の要求水準が満たされていない場合や、選定における事業者の提案内

容と管理の実態が異なる場合等は、区と協議することとし、その上で費用の支払い

が妥当でないと認められるときは、剰余金の有無にかかわらず、当該費用について

指定管理料の返還を求めるものとします。 

(16) 租税公課 

  印紙税や事業所税の取扱いについて記載します。 

 ア 印紙税 

   協定の内容が印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)上の「委任」と「請負」のどちら

に該当するかにより、収入印紙の貼付の必要性が変わります（「委任」に該当する

場合は、非課税文書であるため収入印紙の貼付は不要です。）。その判断は個別案件

ごとに行うため、納税義務者である指定管理者が管轄の税務署に確認するものとし

ます。 

   なお、区が指定管理者に交付する協定書には、収入印紙の貼付は不要です（印紙

税法第５条第２号）。 

 イ 事業所税 

   利用料金制を適用している施設の業務については、事業所税の課税対象となる可

能性があります。 

   特別区においては、都が事業所税事務を所管しており、文京区の区域については、

千代田都税事務所が所管しています。 

 ウ 消費税 

   施設の業務内容によっては、非課税となる場合があります。国税庁のホームペー

ジや税務署に問い合わせるなど、必ず確認してください。 

   非課税となる例：社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）に規定する第一種社会福

祉事業、第二種社会福祉事業 

(17) 募集・選定スケジュール 

  スケジュールは、区議会の開催時期を勘案しながら決定します。 
  特に、募集関係書類の公表から申請受付開始日までの期間は、十分な周知を図るた

め、1月以上を確保します。 

  後述する施設見学会の参加を申請要件とする場合は、募集関係書類の発表から施設

見学会の開催日までの期間を１月程度確保します。 
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(18) 申請資格 

  申請の資格は、原則として、次のとおりとしますが、当該施設の指定管理者に求め

る資質や資格などがある場合は、適宜追加します（手続条例施行規則第４条）。 
  共同企業体による申請も、原則として、可とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19) 申請手続 

 ア 指定管理者選定プロポーザル参加希望書（以下「プロポーザル参加希望書」とい

う。）の受付 
   募集に当たり、申請予定者に参加希望書の提出を求めます。参加希望書の提出が

ない事業者は、以降の手続に参加することができないため、その旨を募集要項に記

載します。 
 イ 施設見学会 
   申請予定者を対象として、必要に応じて、施設見学会を開催します。 
   施設見学会は、事業者同士が顔を合わせることがないよう、事業者ごとに日時を

設定して行います。 
なお、募集説明会は、開催しないこととします。 

 ウ 質問及び回答 
   申請予定者に募集内容の理解を深めてもらうことで、より良い提案を期待するこ

とができることから、募集内容等についての質問を受け付けます。 
  (ｱ) 質問に関する記載 

     募集要項において、質問の受付期間、受付方法、回答期限及び回答方法を記

載します。 

 【申請資格】 

  法人その他の団体で、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

① 国税又は地方税を滞納している者 

② 破産者で復権を得ないものが役員である者 

③ 法施行令第 167 条の４第２項の規定により、区において一般競争入札の参加を

制限されている者 

④ 手続条例第 12 条第１項の規定により指定の取消しを命じられた者で、当該処分

を受けてから２年を経過しないもの 

⑤ 手続条例第６条の欠格事由に該当する者 

⑥ 文京区指定管理者の指定等に係る暴力団排除措置要綱（23 文企企第 328 号。

以下「暴力団排除措置要綱」という。）第 3 条各号の排除措置要件に該当する者 

⑦ 文京区契約における暴力団等排除措置要綱（23 文総契第 306 号）第４条第 1

項の入札参加除外措置を受けている者 
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  (ｲ) 質問の受付及び回答 

   ａ 質問は、募集要項の公表時から受け付けることとします。募集要項の公表時

からプロポーザル参加希望書の提出日以前で募集要項においてあらかじめ設

定した日（以下「中間締切日」という。）までに受け付けした質問については、

可能な限り、プロポーザル参加希望書の提出期限までに区ホームページ等にお

いて回答を行います。 
   ｂ 中間締切日から募集要項においてあらかじめ設定した質問受付期限までに

受け付けした質問及びａで未回答となっている質問については、質問回答期限

までにプロポーザル参加希望書を提出した全事業者に電子メールにより回答

します。 
 エ 申請書類 
   指定の申請は、指定管理者指定申請書（手続条例施行規則別記様式第１号）に、

次に掲げる書類を添えて行います（手続条例施行規則第６条）。 

 申請の資格を証する書類 
 管理に係る事業計画書及び収支計画書 
 法人等の経営状況を証する書類 
 その他区長又は教育委員会（以下「区長等」という。）が必要があると認めた

書類 
   具体的な添付書類は、募集内容に応じて求めます。その際、申請者の過度の負担

とならないよう、審査に必要な書類のみを求めるように留意します。 
 
《具体的な添付書類の標準例》 

申請書に添付する書類 具体的な添付書類 

申請の資格を証する書類 ・商業・法人登記事項証明書 
・印鑑証明書 
・国税の未納の税額がないことの証明書 
・都道府県税の未納の税額がないことの証明書 
・市町村税の未納の税額がないことの証明書 
・誓約書 
（P.18「３(18) 申請資格」の②、⑤、⑥に該当しないこ

とを誓約するもの） 
管理に係る事業計画書及

び収支計画書 
・事業計画書 
・収支計画書 

法人等の経営状況を証す

る書類 
・直近３事業年度の決算報告書 

（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 
労働条件に関する書類 ・労働条件セルフチェックシート 

＊ 証明書は、申請日から３月以内に発行されたものに限ります。 
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 オ 共同企業体（JV）について 
   共同企業体により申請する団体には、共同企業体の設立を証する「共同企業体協

定書」と、指定管理料の請求や受領、協定書の締結などの権限を代表団体に委任す

る「委任状」の提出を求めます。 
   また、証明書、決算報告書など個々の団体の審査を要するものについては、共同

企業体を構成する団体全てから提出を求めます。 
 カ 事業計画書の作成について 
   提出を求める事業計画書には、業務要求水準書に掲げた業務ごとの要求水準を満

たす具体的な方法（手段）を記載することを求めます。 
   事業計画書については、事業計画の視点や切り口が申請者によって大きく異なる

と、どの事業計画が優れているのか判断がつきにくくなるため、申請者間の比較を

容易にし、より公正性の高い審査を行うために、事業計画書作成要領や様式を定め

ます。 

   事業計画書作成要領は、次の例のように“事業計画作成のポイント”を示すこと

で、区が申請者から真に聞き出したい内容を記載してもらえるようにするものです。 

 

  

【利用者アンケートの実施】 

業務要求水準を踏まえて、利用者アンケートをどのように実施し、その結果をどのよ

うに施設の管理運営に生かしていくのかに留意して、事業計画を作成してください。 

【事業計画作成のポイント】 

 アンケートの実施期間、実施方法、回答者属性の平準化のための工夫（実施の時間

帯等）、設問内容のイメージ等を具体的に記述してください。 

 アンケートの結果を施設の管理運営に生かすためには、その間のプロセスが大切で

すが、具体的にどのようなプロセスを経るのか記載してください。 

事業計画に記載してもらう項目 



 
21 

 キ 収支計画書の作成 
   提出を求める収支計画書は、申請者間の比較を容易にするため、様式を定めます。

複数施設を一体で管理させる場合は、指定管理料の配分や各施設における収支が 
明確になるよう、施設ごとの収支計画書を提出してもらうようにします。 

   特に、利用料金制を採用する場合については、指定期間中に利用料金上限額が改

正され、利用料金収入見込額及び指定管理料を再算定することが想定されるため、

適正な再算定を行うことができるよう、収支計画書のうちの利用料金収入見込額の

算定においては、その算定根拠も収支計画書に記載することを求めます。 
   ここでいう算定根拠とは、「施設別・時間区分別の年間利用見込者（件）数」の

ことをいいます。 
   利用料金収入見込額等の再算定については、P.43「６ 利用料金上限額の改定に

伴う利用料金収入見込額等の再算定」を参照してください。 
 ク 収支計画書における本社経費の記載 

  (ｱ) 本社経費の考え方について 

     指定管理業務の遂行に当たって発生する当該事業者と本社との間の必要経費

（本社経費）を、支出科目の一般管理費や事業費等に含めず、これを分けて積

算し、記載することでより明確な収支計画書を目指すものです。 
     仮受消費税から仮払消費税を差し引いた額の消費税を、計上する必要がある

場合には、10 本社 租税公課・保険料に記載してもらうようにします。また、

法人税は租税公課に含みません。 

  (ｲ) 募集段階の手続 
     指定管理者は、下記の記載例のとおり、想定した本社経費を含む収支の内訳

を明らかにした収支計算書を、応募の際に提出するものとします。そこでは、

本社経費の算出根拠とその科目（内訳）と、応募団体の財務諸表におけるその

科目ごとの額を記載してもらうようにします。 
  (ｳ) 収支報告への反映 
     評価の際に用いる収支報告にも同様に、本社経費を分けた記載方法をとりま

す。記載に当たっては、記載例の表の項目に分類して記載してもらうこととしま

す。 
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【記載例】 

収 

入 

科目 金額 摘要 

指定管理料   

利用料金   

事業収入等   

合計（Ａ）   

支 

出 

科目 内訳   

人件費 

常勤職員給与（〇人分）   

非常勤職員給与（〇人分）   

アルバイト・パート賃金（〇人分）  単価：  円 

派遣職員費支出   

退職給付（〇人分）   

法定福利費（法人負担分）   

…   

管理費 

消耗品費   

備品購入費   

光熱水費   

修繕費   

再委託費   

…   

事業費 

報償費   

広告宣伝費   

…   

本社経

費 

人件費 

１ 本社 総務・経理等人

 

  

２ 本社 支援要員人件費   

３ 本社 福利厚生費   

販売費・一般管理費 

４ 本社 通信関係費（※１）   

５ 本社 広告宣伝費   

６ 本社 研修費   

７ 本社 情報処理費   

８ 本社 旅費交通費   

９ 本社 物品関係費（※２）   

10 本社 租税公課・保険料   

合計（Ｂ）   

収支（A）－（B）   

※１ 通信関係費 → 通信費、発送費、支払手数料 
※２ 物品関係費 → 消耗品費、備品購入費、リース料 
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 ケ 申請期間 
   申請の受付は、原則として、複数日確保するものとします。 
 コ 申請に係る費用負担 
   申請に係る費用は、原則として、申請者が全額負担するものとします。 
(20) 選定手続 

  選定の手続の透明性を確保するため、選定方法や選定後に公表する内容等を記載し

ます（P.33「第４章 指定管理者の選定」参照）。 

(21) 指定手続 

  指定管理者の指定をする際には、あらかじめ区議会の議決を経なければならないた

め、指定の議案を提出する予定の区議会の時期を記載します（P.36「８ 指定の手続」

参照）。 
(22) 協定の締結 

  基本協定と年度協定で定める予定の事項を記載します（P.36「９ 協定の締結」参

照）。 
(23) 第三者への業務の委託 

  第三者に委託できる、又はできない業務について記載します（P.７「３(2) 指定管

理者が行う業務の範囲」参照）。 
  なお、指定管理者が第三者に業務を委託する場合には、当該業務の範囲と内容等に

ついて、事前に区と書面による協議が必要になります。 
(24) 賠償責任保険の加入 

  賠償責任保険の加入について記載します（P.26「９ 施設賠償責任保険等の加入」

参照）。 
(25) 専用口座の開設 

  指定管理業務の実施に係る収支が口座上で明確にわかるよう適切に管理し、把握す

るため、専用の口座を開設するものとします。また、指定管理者が共同事業体の場合

は、共同事業体の名称を冠した代表者名義の口座とします。 
  なお、特段の事情により、専用口座の開設が困難な場合は、当該施設の指定管理業

務に係る収支状況の透明性を確保するための管理方法について区と事前に協議し、適

切な運用を図るものとします。 
  自主事業に係る収支は、原則として指定管理業務とは別の口座で管理するものとし

ます。 
指定管理業務の収支を管理する口座にはペイオフ制度への対策を講じ、損害を被る

ことのないよう十分に留意する必要があります。 
(26) 個人情報の取扱い 

  指定管理者が公の施設の管理の業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人情報

の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 66 条第２項の規定により、区と同

様の安全管理措置を講じる必要があります。 
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詳細については、個人情報保護委員会発行の「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（行政機関等編）」等を参照してください。 
(27) 情報公開の取扱い 

  指定管理者は、文京区情報公開条例（平成 12 年３月文京区条例第４号）の趣旨に

のっとり、公の施設の管理に関する業務について情報の公開を行うため、必要な措置

を講じなければなりません。 

  詳細については、総務部総務課発行の「情報公開制度事務要領」（第４版 平成 27

年２月５日改訂）を参照してください。 
(28) 備品の取扱い 

  備品の取扱いについて記載します（P.28「10 備品の取扱い」参照）。 
(29) 著作権の取扱い 

  著作権の取扱いについて記載します（P.28「11 著作物の取扱い」参照）。 
(30) 業務の引継ぎ 

  業務開始時と業務終了時の引継ぎに係る経費負担について記載します。 
(31) 管理運営の評価 

  本区の管理運営実績に対する評価制度について記載します。 
  また、二次評価（指定管理者評価委員会）で優秀な評価を受けた団体が、同施設の

次期指定管理者の募集に申請した場合、その団体に優遇措置を講ずる制度についても

記載します（P.38「12 評価」参照）。 
(32) 労働条件モニタリング 

  適切な労働環境の確保に向け、指定初年度に社会保険労務士等による労働条件モニ

タリングを実施します。実施結果については、区ホームページに概要を掲載します。

応募時には、労働条件セルフチェックシートを提出させてください。 

(33) 監査の実施 

  区監査委員による監査を受ける場合があることを記載します。 
(34) 提案内容の取扱い 

  申請時の提案内容については、指定管理者候補者として選定し、又は指定管理者と

して指定された場合でも、区との協議の中で、変更や中止等を指示し、その影響が指

定管理料にも及ぶ場合があることを記載します（P.36「７ 指定管理者候補者との事

前協議」参照）。 

(35) 区内中小企業・障害者就労施設等の活用 

  公の施設の管理運営に当たって必要な消耗品の購入や備品の購入・修理、施設の修

繕・工事等の各種契約を指定管理者が行う場合について、区内中小企業や障害者就労

施設等を積極的に活用するよう記載します。 
(36) 障害者を理由とする差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

  指定管理者が施設の管理運営を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）を遵守し、また、文京区における障害を
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理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（平成 28 年３月文京区訓令第 13 号）

の目的等を顧慮し、障害者に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをしないこ

と、また、障害者から社会的障壁の除去を求められた際に、その実施に伴う負担が過

重でないときは、合理的な配慮が必要である旨の規定を記載します。 

(37) 性別(性自認及び性的指向を含む。)に起因する差別的取扱いの禁止 

  指定管理者が施設の管理運営を履行するに当たり、文京区男女平等参画推進条例

（平成 25年９月文京区条例第 39号）第７条及び「性自認および性的指向に関する対

応指針（令和３年３月 31日付 2020 文総総第 1777号）」を踏まえ、性別（性自認及び

性的指向を含む。）に起因する差別的な取扱いを禁止する旨の規定を記載します。 

(38) 暴力団排除措置 

  本区の暴力団排除措置について記載します（P.39「１ 暴力団排除措置」参照）。 
(39) 指定の取消し等 

  指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じる場合があることを

記載します（P.41「２ 指定の取消し等」参照）。 
(40) 感染症等の影響 

  感染症等の対応として、施設の利用制限や指定事業等の中止、延期等をする場合の

指定管理者への影響及び対応について記載します（P.41「３ 感染症等の影響」参照）。 
 
4 業務要求水準書 

 業務要求水準書は、業務の範囲を具体的な業務内容にブレイクダウンし、区が求める

業務水準を示すもので、指定管理者が提供するサービスの品質や指定管理料に大きな影

響を与えるものになります。 
 業務要求水準書の作成に当たっては、次の点に留意してください。 
  本書の構成は、設置条例に規定する指定管理者が行う「業務の範囲」ごとに、業

務内容とそれに対する要求水準を示します。 
  業務要求水準書は、申請者の指定管理料の算定に大きな影響を及ぼすため、業務 
内容は漏れなく記載します。 

  具体的な業務が三つの業務分類のいずれに該当するかを明確に規定します。これ

により、申請者に提案を求める事業は何か、指定管理料算定の対象となる事業は何

かなど、業務の位置付けが明確になります。 
  業務要求水準は、申請者に区の意図が明確に伝わるように、抽象的な表現はでき

る限り避け、数値などを用いて客観的に達成度が図れるように努めます（業務要求

水準は、指定管理者の管理運営の評価の際に評価基準となります。）。 
  一般的な業務委託のように詳細な仕様を示す（仕様発注）のか、又は達成すべき

水準を示し、指定管理者のノウハウや創意工夫に委ねる（性能発注）のかを、各業

務の性質を勘案して定めます。ただし、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、極力指定

管理者のノウハウや創意工夫を発揮できるようにします。 



 
26 

 

【業務要求水準書の構成のイメージ】 

 
 
 
 
 【業務内容】  【業務内容】  【業務内容】   【業務内容】  【業務内容】 
  〇〇〇〇    △△△△    □□□□     ××××    ◇◇◇◇ 
 【要求水準】  【要求水準】  【要求水準】   【要求水準】  【要求水準】 
  ・ 〇〇〇〇   ・ △△△△   ・ □□□□    ・ ××××   ・ ◇◇◇◇ 
  ・ 〇〇〇〇   ・ △△△△            ・ ×××× 
 
5 選定基準 

 選定基準については、P.34「３ 選定基準」を参照してください。 
 

6 公募の周知方法 

 区ホームページ及び区報への掲載、当該公の施設への掲示を基本としますが、できる

限り広範に周知を行うべきことから、その他の媒体での周知も積極的に行います（手続

条例施行規則第３条）。 

 

7 指定管理料の支払方法 

 指定管理料の支払は、四半期ごとの「前金払」とします。ただし、概算で支払うべ

き費用がある場合は、当該費用についてのみ「概算払」とし、そのことを募集要項で

明示するとともに、申請者の指定管理料の算定には含めないものとします。 
 
8 公金の取扱い 

 区に帰属すべき金銭（公金）を指定管理者に徴収し、又は収納させる場合は、指定管

理者の指定とは別に徴収又は収納の委託契約が必要です。ただし、委託できるものは、

法施行令第 158条で「使用料」、「手数料」、「賃貸料」、「物品売払代金」、「寄附金」及び

「貸付金の元利償還金」に限定されています（個別法で委託できることが規定されてい

る場合を除く。）。 
 
9 施設賠償責任保険等の加入 

 指定管理者は、公の施設の管理の実施において、指定管理者の帰責事由により区又は

利用者などの第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければなりません。 

×××に係る業務 〇〇〇に係る業務 

〇〇〇業務 △△△業務 □□□業務 ×××業務 ◇◇◇業務 
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 しかし、指定管理者の帰責事由により発生した損害であっても、国家賠償法(昭和 22

年法律第 125 号)第１条（公権力の行使に当る公務員の加害行為に基づく損害賠償責任）

又は同法第２条（公の営造物の設置管理の 瑕疵
か し

に基づく損害の賠償責任）の規定によ

り、設置者たる区が損害賠償責任を負うことがあります。区が指定管理者の帰責事由に

より発生した損害について第三者に対して賠償したときは、指定管理者に対して、賠償

した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができます。 
 第三者への損害賠償が多額になる場合も考えられるため、指定管理者には、施設賠償

責任保険及び第三者賠償保険への加入を義務付けます。補償内容は、下記（区が加入し

ている特別区総合賠償責任保険の補償内容）以上のものとすることを原則とします。 
 なお、当該保険への加入については、指定管理者を記名被保険者、区を追加被保険者、

利用者等を保険金請求権者として、指定管理者が加入手続を行います。 
 
【保険金額（保険金支払限度額）】 

身体障害事故 １人につき１億円 

１事故につき 10 億円 

財物損壊事故 １事故につき 2,000 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【特別区自治体総合賠償責任保険の被保険者とみなされる指定管理者の条件】 

特別区が所有する自治体施設の管理を地方自治法第 244 条の２第３項に規定する指定管理

者に行わせた場合において、その指定管理者が次に掲げる条件を満たす場合には、その指定管

理者を被保険者とみなします。 

（1） 特別区が資本金、基本金その他これらに準じるものの２分の１以上を出資している法人 

（2） 特別区が資本金、基本金その他これらに準じるものの４分の１以上を出資している法人

で委託を受けた自治体施設の管理を主たる業務とする法人 

（3） 特別区が資本金、基本金その他これらに準じるものの４分の１以上を出資している法人

で委託を受けた自治体施設の管理に類する業務を行っているもののうち、次に掲げる条

件を満たす場合 

イ 特別区がその法人の無限責任社員、取締役もしくは監査役またはこれらに準ずべきも

のおよび支配人の２分の１以上を派遣している法人 

ロ イに掲げるもののほか、職員の派遣の状況が次のいずれかに該当する法人であって、

経営の安定性が確保され、かつ、十分な社会的信用を有するもの 

（イ）特別区が当該法人の無限責任社員、取締役もしくは監査役またはこれらに準ずべ

きものおよび支配人の概ね２分の１以上を派遣し、かつ、自治体施設の管理を委託しよ

うとする特別区がその法人の代表取締役その他の主要な役員（いかなる名称によるかを

問わず、これと同等以上の職権または支配力を有するものを含みます。（ロ）において

も同じとします。）を派遣している法人 

（ロ）特別区が当該法人の代表取締役その他の主要な役員を派遣し、かつ、その法人

の管理運営に係る事務に従事する主要な職員を派遣している法人 

（4） 公共団体 

（5） 公共的団体 
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10 備品の取扱い 

 備品は、原則として、次に掲げる考え方に従って取り扱いますが、この考え方による

と、施設の運営上支障が生じる場合には、所管課で適切な取扱いを定めるものとします。 

 区が貸与する備品を除き、必要な備品は、指定管理者が購入し、又は調達するもの

とします。この場合の当該備品は、指定管理者に帰属します。 

 区は、区が貸与する備品が経年劣化等により業務の実施の用に供することができ

なくなったときは、指定管理者と協議の上、当該備品若しくは当該備品と同等の機能

及び価値を有するものを購入し、若しくは調達し、又は当該備品を修理する（原則と

して、１件当たり 30 万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える。）ものとしま

す。この場合の当該備品は、区に帰属します。 

なお、１件当たり税込み 30万円以下の購入、調達又は修理については、指定管理

者が行うものとします。 

 指定管理者は、故意又は過失により貸与物品等を毀損し、又は滅失したときは、区

と協議の上、必要に応じて区に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該備品と同等

の機能又は価値を有するものを購入し、若しくは調達するものとします。この場合の

当該備品は、区に帰属します。 

 

11 著作物の取扱い 

 指定管理者が指定事業において作成した著作物の著作権（著作権法（昭和 45 年法律

第 48 号）第 21 条から第 28 条までに規定する権利を含む。）は、区に帰属するものとし

ます。 

 

12 廃棄物の処理方法 

 施設から排出する廃棄物は、必ず一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可を受

けた事業者に処理を委託します（区の事業系有料ごみ処理券を使用して、区の収集に排

出しないこと。）。 

 また、新聞、雑誌その他紙類、瓶、缶及びペットボトルは、“資源”として処理する

ものとします。 

 

13 地球温暖化対策 

 区では、区の事務事業に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画

として、「文京区役所地球温暖化対策実行計画」を策定しています。 

 指定管理者制度導入施設においても、本計画で掲げた目標の達成に向けた取組を区と

同様に行うこととし、可能な限り具体的な数値目標を業務要求水準書で示します。 
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14 電力供給の契約に関する考え方 

 区では、「文京区役所地球温暖化対策実行計画」において、2030 年度までに可能な限

り全ての区有施設に二酸化炭素排出量実質ゼロの再生可能エネルギー電力を導入する

目標を示しています。 

指定管理者制度導入施設についても、原則として、二酸化炭素排出量実質ゼロの再生

可能エネルギー電力を供給する電気事業者と電力供給契約をおこなってください。ただ

し、管理運営上、二酸化炭素排出量実質ゼロの再生可能エネルギー電力を導入すること

が難しい場合には、この限りではありません。 

【再生可能エネルギー電力契約に係る留意点】  

(1) 契約期間については、指定管理期間内であれば、単年度・複数年度契約を問いま

せん。  

(2) 指定管理期間中、上記電力導入に伴い経費節減が発生した場合でも、当該期間中

の指定管理料の減額は行いません。 

 

15 文京区内中小企業への発注及び購入の促進 

 区では、区からの発注や購入について、可能な限り区内中小企業に対し行うこととし

ています。 

 このことから、指定管理者において実施する各種契約（消耗品の購入、備品の購入・

修理、保守委託、施設の修繕・工事等）についても、可能な限り区内中小企業への発注

及び購入に努めることを業務要求水準書で求めます。 

 

16 障害者就労施設等からの物品等の調達 

 障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、「国等による障害者

就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24 年法律第 50 号）」第９

条第１項の規定により、区における物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達方

針として、「文京区による障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定していま

す。 

 このことから、指定管理者についても、可能な限り物品等の調達に際し、障害者就労施設

等からの調達に努めることを業務要求水準書で求めます。 

 

17 障害者等の雇用の促進 

 障害者と高齢者の雇用促進の観点から、施設の管理運営に従事する者について、障害

者雇用促進法（昭和 35年法律第 123 号）や高齢者雇用安定法（昭和 46年法律第 68号）、

その他関連法律に基づき、必要な措置を講ずることを業務要求水準書で求めます。 
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18 震災等の緊急事態時の対応 

 施設の性質に応じて、指定管理者に求める震災等の緊急事態時の対応について、業務

要求水準書で可能な限り示すとともに、基本協定書において当該事項を規定します。 

 

19 利用者アンケートの実施 

 指定管理者は、利用者の意見、要望等を把握するため、毎年度利用者アンケートを実

施するものとします。実施に当たっては、満足度調査の手法を取り入れることとします。

集計結果を分析することにより、課題等を洗い出し、施設のサービス向上等に生かすこ

とが期待できます。項目の一例としては、次表を参照ください。 

 アンケートの実施時期や詳細な内容は、区と指定管理者の協議の上定めますが、実施

規模や実施方法等により、指定管理料に影響を及ぼす可能性のあるものについては、業

務要求水準書で可能な限り示します。 

満足度調査項目（一例） 

属性（必須） 

① 性別（配慮が必要） 

② 年代 

③ 住まいの場所 

④ 利用した施設 

⑤ 利用の頻度 

満足度 

①  総合的な満足度（必須） 

② 利用手続の便利さ 

③ 利用できる曜日・時間 

④ 施設への来やすさ 

⑤ 利用のしやすさ 

⑥ 職員の応対 

⑦ 使用料金 

⑧ 備付けの設備等の種類・数 

⑨ 施設の清潔さ 

その他 ① 自由意見 

 ＊ 満足度は、１大いに満足、２満足、３不満、４きわめて不満の４段階とします。 

 

20 収支状況に関わる書類 

 指定管理者は、指定事業の経費の収支状況（以下「収支報告」という。）に関わる次

の書類を備え付けるものとします。また、収支報告と併せて、区の求めに応じ関係書類

を提出して確認を受けることとし、その旨を業務要求水準書で示します。 

(1) 帳簿 

(2) 専用口座の通帳 
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(3) 支出の内容が分かるもの（物品の購入や修理、保守委託、施設の修繕・工事等を

行った場合の契約書、納品書、領収書、完了報告書、しゅん工図、工事写真等） 

(4) その他収支報告に関わる書類 

 所管課は、収支報告の内容を確認するため、帳簿及び専用口座の通帳の内容を確認し

てください。また、必要に応じて契約書等の関係書類の確認も行ってください。 

 

21 自動販売機の取扱い 

 自動販売機は、次に掲げる方針に沿って取り扱います。 

(1) 自動販売機の設置については、「自主事業（目的内）」とし、その他の自主事業（目

的内）とは別に利益の 70％以上を区に還元することを求めます。 

(2) 自動販売機の種類及び設置台数については、区と指定管理者の協議の上、決定し

ます。募集時においては、募集要項等で設置の可否、種類、最低設置台数、最大設置

台数などの条件を明記します。 

また、利益の還元率については、募集時に申請者からの提案事項とします。 

(3) 自動販売機の電気料金については、施設全体の電気メーターとは別に、自動販売

機専用のメーターを設置して算定することを原則とします（指定管理者の費用と責

任で実施する自主事業であるため）。ただし、設置が困難な場合は、施設全体の電気

メーターとなることもやむを得ません。 

(4) 自動販売機の設置は、自主事業であるため、新規設置や増設による指定管理料（光

熱水費）の増額は、当然に認められません。 

(5) 飲料用及び軽食用の自動販売機については、公有財産管理運用委員会（所管：契

約管財課管財係）で決定した「自動販売機設置基準＊」に沿った機種及び販売品目と

します。 

 

  ＊ 自動販売機設置基準は、令和６年６月に改定しています。 

【自動販売機設置基準（抜粋）】 

５ 販売品 

⑴ 飲料用自動販売機における販売品は、飲料（酒類及び密閉されていない容器で

提供される飲料を除く。）とすること。 

⑵ 飲料は、缶又はガラス瓶の容器を用いたものを販売品とすること。ただし、ペ

ットボトルの水（ミネラルウォーター類）や、紙パック飲料のうち、化石資源由

来のプラスチックを一切使用していないストローで提供しているものは販売で

きるものとする。 

⑶ 販売価格は、標準販売価格以下とすること。 

 ⑷ 軽食用自動販売機における販売品は、パン、カップ麺及び菓子をそれぞれ２種

類以上及びその他の品目を含むこと。 
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電気料金の徴収の必要性及び算定方法等 

  自動販売機の電気料金の徴収の必要性及び算定方法は、施設の電気料金支払者及び

専用メーター設置の有無により、次のとおりとします。 

 

施設の電気料金

支払者 

専用メーター

設置の有無 

⇒ 

区の電気料金

徴収の必要性 
電気料金の算定方法 

区 
有 有 専用メーターの実績 

無 有 3,000円／月・台 

指定管理者 
有 無 専用メーターの実績 

無 無 3,000円／月・台 

電気料金は、利益還元算定の際に費用として計上することができます。 

 

22 利益還元 

 下表のとおり指定管理者から利益の還元を受けるものとします。還元率については、

申請者に提案を求めます。 

事項 利用料金 
自主事業（目的内） 

自動販売機 自動販売機以外 

基準 

１年度の利用料金収入

額が、指定管理者が見

込んだ当該年度の利用

料金収入額に 1.1 を乗

じた額を超えたとき。 

飲料等の自動販売機によ

る収入額が当該自動販売

機の設置に要した費用及

び管理に係る電気料金の

額を超えたとき。 

自主事業（目的内）によ

る収入額が専ら自主事

業（目的内）を実施する

ために要した費用の額

を超えたとき。 

還元率 

当該超過額の 50％以上 

（1,000 円未満端数切

捨て） 

当該超過額の 70％以上 

（1,000 円未満端数切捨

て） 

当該超過額の 50％以上 

（1,000 円未満端数切

捨て） 
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第 4 章 指定管理者の選定 

1 選定組織 

 指定管理者の候補者の選定は、文京区公の施設に係る指定管理者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）が行います（手続条例第５条、手続条例施行規則第８条、文京区

公の施設に係る指定管理者選定委員会運営要綱（17文総契第 75号。以下「選定委員会

運営要綱」という。）。 

 選定委員会には、専門部会を設置し、専門部会が募集の事務と指定管理者の候補者の

審査を行います。専門部会の部会長は、公の施設を所管する部の部長をもって充て、委

員は、公の施設を所管する部に属する職員等から選定委員会が指定します。 

 なお、専門部会の設置要領案は、所管課で作成し、選定委員会了承後に決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 選定方法 

 指定管理者の候補者の選定は、その性質及び目的が価格のみによる競争入札に適しな

いことから、プロポーザル方式とします。必要に応じて、書類審査だけではなく、ヒア

リングやプレゼンテーションによる審査を行います。 

 候補者は、得点の高かった順に第１位、第２位の者を選定します。 

 なお、書類審査の際、申請者名は分からないよう、塗抹又は空欄にして審査する必要

があります。 

 

 

 

 

 

【専門部会委員等の選任】 

  委員は、原則として、公の施設を所管する部の職員としますが、必要に応じて公の施設

を所管する部に属さない職員、学識経験者、施設利用者等を委員とすることも可とします。 

  なお、区職員以外の第三者委員は、１～２人を目安とします。 

  選定に当たり、外部の専門的知識を有する者の助言を要する場合は、当該専門的知識を

有する者の意見又は説明を聴取するものとします。 

【決算報告書の審査】 

  法人等の経営の安全性を審査する決算報告書の分析は、専門的知識を要するため、原則

として、税理士や中小企業診断士などの専門的知識を有する者の意見又は説明を聴取する

ものとします。この場合、税理士や中小企業診断士などの専門的知識を有する者は、専門

部会の委員とはしません。 

【プロポーザル方式とは】 

  実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な

事業者を選定するため、当該業務等に係る企画提案書の提出を受け、当該業務等の履行に

最も適した候補者を決定する方式をいいます。 
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3 選定基準 

 選定は、次に掲げる選定基準により審査します（手続条例第４条）。 

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

(2) 公の施設の効用が最大限に発揮されるものであること。 

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに経費の縮減が図られるものであること。 

(4) 公の施設を安定して管理できる経営の規模及び能力を有していること。 

(5) その他区長等が必要があると認めた事項 

 具体的には、これらの選定基準を募集内容に合わせて、より具体的かつ明確な審査項

目に落とし込む必要があります。 

 選定過程の透明性を確保するため、第一次審査及び第二次審査における評価項目は、

募集時に公開します（配点、調整倍率及び点数は、非公開）。 

 

4 審査項目作成の留意点 

(1) 審査項目は、申請書類やプレゼンテーションから審査できるものに限ります。 

  また、委員が同じ視点で審査しやすいように、業務要求水準書に掲げた業務のう

ち性能発注に該当するものを中心に審査項目を設けることに努めます（申請者が提

出する事業計画書は、業務要求水準書に掲げた業務に沿って作成してもらいます。）。

ただし、これは業務要求水準書に掲げた業務についてのみ審査することを意味する

ものではありません。 

(2) 申請書を提出した法人等の経営の安定性の審査については、第一次審査に含むも

のとし、審査の数値ごとの配点を明確にします。 

   審査は、原則として、税理士や中小企業診断士などの専門的知識を有する者によ

り行い（P.33「【決算報告書の審査】」参照）、委員ごとの採点は行いません。 

(3) 利用料金収入の還元率、自主事業の利益還元率など数値で比較可能な審査項目に

ついては、次に掲げる例のように数値ごとの配点を明確にします。この場合、(2)と

同様に、当該審査項目については、委員ごとの採点は行いません。 

例：利用料金収入の還元率の得点（配点 10点） 

還元率 配点 

95%以上 100% 10点 

90%以上 95%未満 ９点 

85%以上 90%未満 ８点 

… … 

50%以上 55%未満 １点 
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(4) 指定管理料の提案額に対する評価（指定管理料評価）は、第一次審査とは別に、

第一次審査及び第二次審査後に行うこととします。 

  また、(2)と同様に、数値ごとの配点を明確にし、当該審査項目について委員ごと

の採点は行いません。 

例：指定管理料評価（配点 30点） 

指定管理料上限額との差 配点 

15%以上低い 30点 

10%以上 15%未満低い 20点 

5%以上 10%未満低い 10点 

0％以上 5％未満低い 0点 

(5) 第一次審査、第二次審査及び指定管理料評価による総合評価点の最も高い事業者

を指名候補者とします。指定管理料評価は、原則として、全配点の 15%程度としま

す。 

  なお、指定管理料評価の配点割合を 15％程度以外とする場合は、事前に契約管財

課に協議するとともに、その理由を指定管理者選定依頼書に記載し、選定委員会に

諮ります。 

(6) 指定管理者候補者として選定する最低基準点を 50％超と設定します。第一次審査

（経営の安定性の審査を含む。）及び第二次審査の合計評価点が、区の設定した最低

基準点を下回った候補者は、順位にかかわらず選定しません。 

  なお、必要に応じて、最低基準点の割合を 50％超より高く設定することや、第一

次審査又は第二次審査の段階で最低基準点を設定することも可能とします。その場

合は、理由を指定管理者選定依頼書に記載し、選定委員会に諮ります。 

(7) 指定管理者の管理運営実績に対する二次評価（指定管理者評価委員会）で優秀な

評価を受けた団体が、同施設の次期指定管理者の募集に申請した場合、その団体に

優遇措置を講じることができます。指定管理者の取組意欲を高めるためにも、本制

度の積極的な活用を図ります（本制度については、「指定管理者評価マニュアル」を

参照してください。）。 

 

5 選定結果の通知 

 指定管理者の候補者の選定結果は、申請者全員に書面で通知します。 

 

6 選定結果の公表 

 審査結果の透明性を図るため、次に掲げる内容をホームページで公表します。 

(1) 件名 
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(2) 業務概要 

(3) 所管部署名 

(4) 選定した日 

(5) 第１位の候補者名及び所在地 

(6) 第１位の候補者が提案した指定管理料見積額 

(7) 選定結果 

 ア 申請者名（第１位の候補者名以外は、番号等に置き換えます。） 

 イ 申請者別の評価点（委員別の評価点は不要） 
 ※ 評価点については、総合評価点及び審査項目ごとの点数を公表します。 
 
7 指定管理者候補者との事前協議 

 候補者は、あくまで「優先交渉権者」の位置付けであり、区と優先的に条件交渉がで

きる権利を有するにすぎません。 
 候補者は、総合点で相対的に最も優れた者ということはできますが、個別の項目につ

いては、必ずしも区の要求する水準に達していないことも考えられ、こうした部分を調

整する必要があることも想定されます。 

 そこで、候補者の選定から指定の手続までの間に、第１位の候補者と事業計画等につ

いて十分に協議し、交渉がまとまった上で、指定手続に移るようにします。 

 なお、第１位の候補者との協議がまとまらない場合は、第２位の候補者と協議を行い

ます。 
 
8 指定の手続 

 指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、区議会の議決を経なければな

りません（法第 244 条の２第６項）。 

 区議会での議決後、当該候補者を指定管理者に指定し、その旨を告示するとともに、

当該指定管理者に書面（手続条例施行規則別記様式第２号）により通知します。 
 
9 協定の締結 

 備品の取扱い、指定管理料の額や支払方法、損害賠償の責任など施設を適正かつ円滑

に管理するために必要な事項を、区と指定管理者の間で取り決めておく必要があるため、

協定を締結します。 
 協定は、指定期間内における基本的な事項について規定した「基本協定」と、年度ご

とに変更されることが予定される事項について規定した「年度協定」を締結します。 
なお、文京区公契約条例の適用範囲に該当する場合、基本協定に文京区公契約条例適

用特約条項を綴ることとなります。 
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10 協定の変更（覚書） 

  業務の前提条件や内容に変更があったとき又は特別な事情が生じたとき等、協定

の変更が必要となった場合には、所管課と協議の上「覚書」を取り交わします。 
 
11 指定管理者の管理に係る確認事項 

(1) 事業計画関係書 

   事業計画関係書は、毎年度指定管理者から提出を受け、指定管理者から公募時に

提出された事業計画書の内容や事前協議の結果を踏まえた内容となっているか、区

の業務要求水準を下回っていないかなどを十分に確認した上で、当該年度協定書に

添付します。 

  事業計画関係書は、次に掲げるものとします。 

 ア 指定事業に関する予算書（収支計画書） 

  ＊ 毎年度の事業報告（指定事業の経費の収支状況）を適切に行えるよう、項目ご

との根拠等の内容を確認します。 

 イ 指定事業に関する事業計画書 

  ＊ 申請時と同じように、業務要求水準書で掲げた業務に沿って作成します。 

 ウ 職員現員表 

 エ 自主事業予算書 

 オ 自主事業計画書 

 カ その他区長等が必要があると認めた書類 

(2) 事業報告関係書 

 指定管理者は、毎年度終了後 60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告関

係書を作成し、区に提出するものとします（手続条例第 11条、手続条例施行規則第

12条）。 

  ア 管理の業務の実施状況に関する事項 

  イ 施設の利用状況等に関する事項 

  ウ 利用料金の収入実績 

  エ 指定事業の経費の収支状況 

  オ 自主事業の経費の収支状況 

  カ 自主事業の実施状況に関する事項 

  キ その他区長等が必要があると認めた事項 

   ＊ 指定事業の経費の収支状況の確認に当たっては、帳簿及び専用口座通帳の内

容の確認をすることとします。また、契約書等の関係書類についても、必要に

応じて確認してください。 

＊ P22 の収支報告書記載例を参考に、人件費・管理費・事業費・本社経費等は
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それぞれ独立して精算するものとし、原則として科目間の流用を行わないよう

にしてください。真にやむを得ない場合は、指定管理者と区で協議した上、対

応するものとします。 

(3) モニタリング 

  施設の管理運営が、事業計画に沿って行われているか、区が求めた業務要求水準

を満たしているかを定期的に確認するため、所管課は、施設ごとに１年度中２回以

上のモニタリングを行います。 

 モニタリングの目的は、指定管理者の管理運営状況を評価することではなく、モ

ニタリングにより判明した課題を所管課と指定管理者が共有し、解決することで、

管理運営の適正を図ることにあります。 

 モニタリング項目は、業務要求水準書で掲げた全業務とし、要求水準を満たして

いるか否かをチェックします。満たしていない項目については、その理由を明確に

し、指定管理者に速やかな改善を求めます。 

 モニタリング結果については、毎年度実施する指定管理者の管理運営に対する評

価の際の資料としても活用します。 

(4) 労働条件モニタリング 

 指定管理者の選定に当たっては、最低限確保すべき人員体制等について業務要求

水準書で示すとともに、人員配置計画や人材の定着のための体制等について審査す

るなどして、適切な労働環境の確保に向けて取り組んできたところです。 

 こうした区の取組を補完し、今後の指定管理運営をより適正なものとするため、

人事・労務関係法令遵守の観点から、試行実施を経て、平成 30年度から労働条件モ

ニタリングを実施しています。 

 ア 募集・選定時 

   募集・選定時に、応募事業者に労働条件についてセルフチェックシートを提

出させ、適切な労働環境の確保がなされているかの確認を行います。 

 イ 指定期間中 

   指定初年度に社会保険労務士等による労働条件モニタリングを実施し、指摘

に対して指定期間中における改善につなげます。 

   なお、労働条件モニタリングの実施結果等については、区ホームページに概

要を掲載します。 

 

12 評価 

 指定管理者の管理運営実績を、毎年度評価します。 

 本評価制度については、別に策定した「指定管理者評価マニュアル」を参照してく

ださい。 
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第 5 章 その他の事項 

1 暴力団排除措置 

 文京区暴力団排除条例（平成 24 年３月文京区条例第４号）の制定を受けて、指定管

理者の募集や指定の事務において、暴力団を排除するための措置について、暴力団排除

措置要綱を制定しています。 
 暴力団排除措置要綱で規定する排除措置は、次のとおりです。詳細については、暴力

団排除措置要綱を参照してください。 

 【暴力団排除措置】 

 指定管理者の募集時における申請の資格の失格 
 指定管理者の指定の取消し 
 指定管理者への勧告措置 
 申請資格の失格又は指定の取消しにおける損害賠償の請求 

 【暴力団排除措置の流れ】 

 

 

 

 

            

 

 

                               

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区からの照会 警視庁（区内警察署）からの通報 

指定管理者制度導入所管課 警視庁 組織犯罪対策第三課 

又は区内４警察署 

（事実の把握） 

警視庁 組織犯罪対策第三課

（事実の把握） 

通報 

意見陳述 

意見聴取 

総務部危機管理課 

意見照会の依頼 

総務部危機管理課 

通知 



 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      選定委員会の下命に基づき聴聞及び審査を行う。 

（手続条例施行規則第８条第２号、選定委員会運営要綱第 6条） 

 

 

 

 

 

 

その結果を選定委員会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警視庁からの通報等の内容などから指定管理

者が暴力団関係者であることについて、危機

管理課と協議しながら判断 

暴力団関係者（暴力団、暴力団員を含む。）

である場合 

暴力団関係者ではない場合 

聴 聞 

選定委員会（事務局：契約管財課） 

指定取消し 措置なし 

指定管理者制度導入所管課 

審 査 

指定管理者制度導入所管課 

暴力団排除措置要綱第６条 

に規定する勧告 

選定委員会専門部会（指定管理者制度導入所管部） 

審 議 

・ 暴力団員である又は暴力団員が実質的に

経営に関与している。 

・ 暴力団関係者と密接な関係を有していた

ことについて認識していた蓋然性が高い。 

 

・ 暴力団関係者と密接

な関係を有していたこ

とについて認識してい

た蓋然性が低い。 

・ 排除措

置要件に

該当しな

い。 
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2 指定の取消し等 

 区は、手続条例第 12 条第１項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができます。この場合、指定管理者に生じた損害については、区は、その賠

償の責めを負いません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 区は、上記により指定の取消しを行おうとするときは、手続条例第 12 条第３項の規

定によりその旨を告示するとともに、指定管理者に対して通知しなければなりません

（通知書は、手続条例施行規則別記様式第３号のとおり）。 

 また、区は、不可抗力により、業務の継続が困難と判断したとき又は施設の業務を廃

止しようとするときは、指定管理者に対して指定取消しの協議を求めることができ、協

議の結果、やむを得ないと判断されたときは、区は、指定の取消しを行います。 

 この指定の取消しによって指定管理者に発生する損害の負担については、合理性が認

められる範囲で区が負担することを原則として、区と指定管理者の協議の上決定します。 

 
3 感染症等の影響 

 感染症等の対応として、区の決定により、施設の利用制限（閉鎖、利用時間の短縮、

利用定員の抑制等）や指定事業等の中止、延期等をする場合があります。 
 これらに伴い、区は、以下の対応を行う場合があります。 

種 別 影 響 対 応 

① 施設の利用制限 利用料金収入の減少が発

生 

区と協議の上、利用料金減

収分の補填を行います。 

② 指定事業の中止、延期

等 

指定管理料（事業費、光熱

水費、維持管理費等）の剰

余が発生 

区と協議の上、区へ指定管

理料剰余分の返還を求め

ます。 

 

 

 

(1) 指定管理者の不正な行為があったとき。 

(2) 指定管理者が区に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

(3) 指定管理者が正当な理由なく実地調査を拒んだとき。 

(4) 指定管理者が協定の内容を履行せず、又は協定の内容に違反したとき。 

(5) 指定管理者が協定の解除を申し出たとき。 

(6) 暴力団排除措置要綱第 5条の規定に該当したとき。 

(7) 前各号のほか、当該指定管理者が指定管理者として管理業務を継続することが適

当でないと認めたとき。 
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4 選定結果についての情報公開 

 選定結果の情報公開については、原則として、公開とします。下表の事項については、

記載のとおり取り扱います（平成 29 年３月 23日付 28文総総第 1258号「指定管理者候

補者の選定及びプロポーザル方式による事業者選定情報に係る情報公開基準について」

参照）。 

情報の種別 公開の可否 非公開事項 

１ 団体（事業

者）名※1 
公開  

２ 団体（事業

者）の事業

計画関係書

（企画提案

書） 

一部公開 ①当該団体（事業者）のノウハウに係る情報 
・事業活動上の機密事項や生産技術上の秘密に属する

内容であり、法的保護に値する程度の事業上の利益侵

害が生じ得るものに限定する。 
・事業実施に当たり団体（事業者）として当然に配慮

すべき事項（感染症対策、利用者の安全対策等）、運営

（経営）理念・方針等はノウハウには当たらない。 
・事業計画関係書（企画提案書）にオリジナリティが

あるという理由だけでは、利益侵害があるとは解され

ない。 
②当該団体（事業者）の内部管理情報（資金計画・人

事情報など） 
３ 選定基準 公開 

（一部公開） 
①選定後 
・選定項目・配点ともに公開 
②選定前 
・指定管理…選定項目は公開、配点は非公開 
・プロポーザル…選定項目は案件によって区が判断、

配点は非公開※２ 
４ 評点表 一部公開 ①選定されなかった団体（事業者）名（A 社、B 社な

どのように伏せ字にしている場合を含む※３。） 
②選定委員名※４ 

５ 選定委員名 公開 
（一部公開） 

①選定後 公開 
②選定前 非公開（指定管理者候補者選定の専門部会

の部会長は公開） 
 

 

 

 

※1 選定されなかった団体（事業者）名については、原則公開とするが、応募者が２団体（事業者）のみ
の場合については、団体（事業者）名を公開することで、当該団体（事業者）の評点が明らかになって
しまうため、例外的に非公開とする。 

※2 プロポーザルにより契約を締結する業務は、指定管理業務に比べて、技術力・企画提案力が求められ
る案件が多いため、多様な提案を阻害するおそれがあると区が判断する場合は、候補者選定前に限り、
非公開とすることを可とする。 

※3 企画提案書の A社、B社等の表記と評点表の表記がリンクしている場合には、それにより、事業者の
点数の特定につながる可能性が高いため、評点表のうち、選定されなかった団体（事業者）名の伏せ字
も非公開とする。 

※4 選定委員名自体は選定後に公開するが、どの委員がどの採点をしたかが識別できる情報は非公開とす
る。 
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5 利用料金上限額改定時の利用料金の改定限度 

 受益者負担の適正化に伴い、条例に規定された利用料金上限額が改定された場合、原

則として、改定前と改定後の利用料金上限額の差額相当の範囲で利用料金を改定するも

のとします。このことは、募集要項等で事前に告知します。 

 ＊例 1＊ 利用料金上限額が上がった場合 

  利用料金の上限額が 1,000 円であり、利用料金を 900 円と設定していた場合、

利用料金上限額が 1,200 円に改定されたとき、利用料金は 1,100 円を上限として、

900 円～1,100 円の間で設定する。 

 利用料金上限額 利用料金 

改定前 1,000 円 900 円 

改定後 1,200 円 上限 1,100 円 

 

 ＊例 2＊ 利用料金上限額が下がった場合 

  利用料金上限額が 1,000 円であり、利用料金を 900 円と設定していた場合、利

用料金上限額が 800 円に改定されたとき、利用料金は 700 円を下限として、700

円～800 円の間で設定する（改定後の利用料金上限額が 800 円であるため）。 

 利用料金上限額 利用料金 

改定前 1,000 円 900 円 

改定後 800 円 下限 700 円 

 

6 利用料金上限額の改定に伴う利用料金収入見込額等の再算定 

 利用料金上限額が改定される場合、指定管理者の収入に影響が及ぶため、利用料金収

入見込額及び指定管理料を再算定する必要があります。 

 当該再算定は、次に掲げる方法で行い、募集要項等で事前に告知します。 

 

 【利用料金収入見込額の再算定】 

 次の算定式により行います。 

 なお、利用料金上限額の改定による利用者（件）数の変動はないものとみなします。 

改定後の料金×年間利用見込者（件）数＝改定後の利用料金収入見込額 

 

＋200円 

 

＋200円 

 

-200円 

 

-200円 
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 【指定管理料の再算定】 

 次の算定式により、指定管理料から控除又は指定管理料への加算を行います。 

 なお、利用料金上限額の改定による利用見込者（件）数の変動はないものとみなしま

す。 

（改定前の利用料金上限額－改定後の利用料金上限額）×年間利用見込者（件）数 

＝指定管理料控除（加算）額 

  例 1：利用料金上限額が 1,000 円⇒1,200円、年間利用見込者数 100人の場合 

    （1,000 円－1,200円）×100人＝▲20,000 円 

    ⇒ 指定管理料から 20,000円を控除する。 

 例 2：利用料金上限額が 1,000円⇒800 円、年間利用見込者数 100 人の場合 

    （1,000 円－800 円）×100人＝20,000円 

    ⇒ 指定管理料に 20,000円を加算する。 

 

7 電気事業法の規定による施設管理上の留意事項について 

 電気事業法の規定により、自家用電気工作物（電気事業の用に供する電気工作物及

び一般用電気工作物以外の電気工作物を指す。主に受変電設備等。）の保守点検業務

については、指定管理者が、自家用電気工作物の維持管理を行い、電気事業法第 39条

第１項の義務を果たすことが可能であることが明らかな場合で、当該指定管理者を自

家用電気工作物の設置者とみなし（以下「みなし設置者」という。）、協定書等におい

て、「みなし設置者」としての指定管理者が保安業務を行うために必要な事項（下記

協定書例を参照）を明記している場合に限り、指定管理者の業務に含めることができ

ます。  

なお、「みなし設置者」の判断については｢主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」

によるものとし、指定管理者は、国に対して、外部委託承認申請など所定の手続によ

り承認を得ることが必要です。  

詳細は、「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（経済産業省 20210208 保局第２

号令和３年３月１日（最終改正 20210310 保局第１号 令和３年４月１日））」及び経

済産業省の解釈基準によります。  

＜電気事業法（抜粋）＞  

（主任技術者）  

第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び

運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任

技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならな

い。  
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２ 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許

可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任する

ことができる。  

３ 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受

けて選任した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なけれ

ばならない。これを解任したときも、同様とする。  

４ 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職

務を誠実に行わなければならない。  

５ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安

のためにする指示に従わなければならない。 

 

<協定書例> 

（電気主任技術者の選任及び届出等） 

第〇条 乙は、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任

し、経済産業省原子力安全・保安院関東東北産業保安監督部に届けなければならな

い。 

２ 乙は、甲から指定管理者として指定を受けた本施設の自家用電気工作物について、

電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 39条第１項（技術基準の遵守）の義務を

果たすものとする。 

３ 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、

乙が選任する電気主任技術者の意見を尊重するものとする。 

４ 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気主任

技術者がその保安のためにする指示に従うように確約させるものとする。 

５ 甲及び乙は、電気主任技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させるものとする。 

 

8 文京区公契約条例の適用 

  文京区公契約条例では、指定管理協定を公契約として規定しています。指定管理者  

は、公契約を締結した者としての社会的責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、

労働者等の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に努めなければなりませ

ん。 

文京区公契約条例の適用範囲に該当する場合、その旨を募集要項に明記しますので、

事業者は、それを承知した上で、応募することになります。指定管理者は、区が定め

る労働報酬下限額以上の支払やその他公契約条例に基づく約定事項を遵守する必要

があることに留意してください。 

※ 詳細については、「文京区公契約条例の手引」をご確認ください。 
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